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前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
著
作
物
の
複
製
物
に

は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
複
製

物
で
あ
る
旨
及
び
裁
定
の
申
請
を
し
た
年
月
日
を
表
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す
る
者
（
以

下
「
申
請
中
利
用
者
」
と
い
う
。）が
裁
定
を
受
け
た
と

き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の

補
償
金
の
う
ち
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
担

保
金
の
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
担
保
金
の
額
が
当
該

補
償
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
）
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
を
要
し
な
い
。

４

申
請
中
利
用
者
は
、
裁
定
を
し
な
い
処
分
を
受
け
た

と
き
（
当
該
処
分
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
著
作
権
者
と

連
絡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
つ
た
場
合
を
除
く
。）

は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
額

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
額
の

補
償
金
を
著
作
権
者
の
た
め
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
供

託
さ
れ
た
担
保
金
の
額
の
う
ち
当
該
補
償
金
の
額
に
相

当
す
る
額
（
当
該
補
償
金
の
額
が
当
該
担
保
金
の
額
を

超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
補
償

金
を
供
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

申
請
中
利
用
者
は
、
裁
定
又
は
裁
定
を
し
な
い
処
分

を
受
け
る
ま
で
の
間
に
著
作
権
者
と
連
絡
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
連
絡
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
に
至
つ
た
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
額
に
相

当
す
る
額
の
補
償
金
を
著
作
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
著
作
権
者
は
、
前
条
第

一
項
又
は
前
二
項
の
補
償
金
を
受
け
る
権
利
に
関
し
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
担
保
金
か
ら
弁
済

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
金
を
供
託
し
た
者
は
、

当
該
担
保
金
の
額
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
者
が

弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
条
第
二
項
中
「
第
七
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第

七
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
す
る
と

き
」
の
下
に「（
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
を
し
な
い
処

分
を
す
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
を
同

条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

７

文
化
庁
長
官
は
、
申
請
中
利
用
者
か
ら
第
六
十
七
条

第
一
項
の
裁
定
の
申
請
を
取
り
下
げ
る
旨
の
申
出
が
あ

つ
た
と
き
は
、
当
該
裁
定
を
し
な
い
処
分
を
す
る
も
の

と
す
る
。

第
二
章
第
九
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
節

補
償
金
等

第
七
十
一
条
中
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に

「
、
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
の
下

に
「
、
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
」
を
、「
裁
定
」
の
下
に

「（
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

第
六
十
七
条
第
一
項
の
裁
定
を
し
な
い
処
分
）」を
加
え

る
。第

七
十
三
条
中
「
規
定
に
よ
る
裁
定
」
を
「
裁
定
又
は

裁
定
を
し
な
い
処
分
」
に
改
め
、「
そ
の
裁
定
」の
下
に「
又

は
裁
定
を
し
な
い
処
分
」
を
加
え
、同
条
た
だ
し
書
中「
裁

定
」
の
下
に
「
又
は
裁
定
を
し
な
い
処
分
」
を
加
え
る
。

第
七
十
四
条
の
見
出
し
中
「
補
償
金
」
を「
補
償
金
等
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
前
二
項
」
を
「
、
第
六

十
七
条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
前
二
項
」
に
改
め
、「
補
償

金
の
」
の
下
に
「
供
託
又
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

担
保
金
の
」
を
加
え
、「
も
よ
り
」
を
「
最
寄
り
」
に
改
め

る
。第

七
十
七
条
第
一
号
中
「
同
じ
。）」
の
下
に
「
若
し
く

は
信
託
に
よ
る
変
更
」
を
加
え
る
。

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
記
載
し
て
」
を
「
記
載
し
、

又
は
記
録
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項

と
し
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
条
第
三
項
中
「
交
付
又
は
」
を
「
交
付
、」に
改

め
、「
閲
覧
」
の
下
に
「
又
は
著
作
権
登
録
原
簿
の
う
ち
磁

気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
行
な
つ
た
」
を
「
行

つ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

著
作
権
登
録
原
簿
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に

準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に

「（
第
三
号
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、

「
第
三
十
一
条
」
を「
第
三
十
一
条
第
一
項
」に
改
め
、「
第

三
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
、
第
三
十
七

条
の
二
」を
加
え
、「
、
第
四
十
六
条
並
び
に
第
四
十
七
条
」

を
「
並
び
に
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
の
二
ま
で
」

に
、「
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
、
第
四
十
二
条
第

一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
三
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一

号
」
に
、「
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
二
条

の
二
」
を
「
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
本

文
（
同
条
第
二
号
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
）、

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
又
は
第
四
十
七

条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
二
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」に
、

「
第
三
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
二
項
、
第
四

項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
十
二
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
八
項
」

に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、

第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

二

第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
て
公
衆
に
譲
渡
さ
れ

た
実
演
の
録
音
物
又
は
録
画
物

三

第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
公
衆
に
譲
渡
さ
れ

た
実
演
の
録
音
物
又
は
録
画
物

第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、

第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

二

第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
受
け
て
公
衆
に
譲
渡
さ
れ

た
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物

三

第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
公
衆
に
譲
渡
さ
れ

た
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物

第
百
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
」
の
下
に

「
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
一
号
を
除
く
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
第
四
十
七
条
の
三
」
を
「
第
四
十

七
条
の
四
か
ら
第
四
十
七
条
の
八
ま
で
」
に
、「
第
四
十
七

条
の
四
」
を
「
第
四
十
七
条
の
九
」
に
、「
第
四
十
四
条
第

二
項
中
」
を
「
同
条
第
二
項
中
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
又
は
」
を
「
第
三
十
七
条
第
三

項
、
第
三
十
七
条
の
二
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
規
定
」
の

下
に
「
又
は
次
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
」
を
加
え
、

同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
第
三
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第

三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、「
第
三
十
七
条
第
三

項
」
の
下
に「
、
第
三
十
七
条
の
二
第
二
号
」を
加
え
、「
又

は
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
、
第
四

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
の

六
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
十
七
条
の
三
第
一

項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

八

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
第
三

項
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
第
三
項

若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ

れ
た
実
演
若
し
く
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
を
頒
布

し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
実
演
若
し
く

は
当
該
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
を
公
衆
に
提
示
し
た
者

第
百
二
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
三
項

か
ら
第
六
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
項

の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
科
用
図

書
に
掲
載
さ
れ
た
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ

た
録
音
物
に
お
い
て
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
又
は
当
該

録
音
物
に
係
る
レ
コ
ー
ド
を
複
製
し
、
又
は
同
項
に
定

め
る
目
的
の
た
め
に
そ
の
複
製
物
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆

に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

視
覚
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
で

第
三
十
七
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
視
覚
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ

れ
た
録
音
物
に
お
い
て
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
又
は
当

該
録
音
物
に
係
る
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
、
複
製
し
、
又

は
同
項
に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
、
送
信
可
能
化
を
行

い
、
若
し
く
は
そ
の
複
製
物
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
号
中
「
第
四
十
七
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条

の
四
第
三
項
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
三
項
」に
、「
同
項
」

を
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
四
号
を
加

え
る
。

五

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
五
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
の
七
に
定

め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
実
演
等
の
複
製
物
を

用
い
て
当
該
実
演
等
を
利
用
し
た
者

六

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
六
た

だ
し
書
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
本
文
の
規
定
の

適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
実
演
等
の
複
製
物
を
用

い
て
当
該
実
演
等
の
送
信
可
能
化
を
行
つ
た
者

七

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
八
の

規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
実
演
等
の
複
製

物
を
、
当
該
実
演
等
の
同
条
に
規
定
す
る
複
製
物
の

使
用
に
代
え
て
使
用
し
、
又
は
当
該
実
演
等
に
係
る

同
条
に
規
定
す
る
送
信
の
受
信
（
当
該
送
信
が
受
信

者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
送
信
の
受
信
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
）
を

し
な
い
で
使
用
し
て
、
当
該
実
演
等
を
利
用
し
た
者

œ
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